
～山形市産材「べにうっど」のロゴマーク～ 

 

～主な条件～  

・個人が建築主であり、自ら居住する新築の戸建て住宅であるもの 

・山形市産材を８m3 以上使用するもの 

・山形市内に事業所を有する工務店等が施工業者であること 

・提出期限※までに実績報告書が提出できること。 

※条件によって実績報告書の提出期限が異なります。詳しくはＨＰをご確認ください。 
 

～補 助 額～ 

１件あたり ５０万円 

加算制度があり、全ての加算に該当する場合は、最大４０万円加算 

補助基礎額 加算項目 加算要件 加算額 

５０万円 

世帯加算 
移住世帯、子育て世帯、三世代世帯のいずれかに

該当する場合 
１０万円 

環境貢献加算 

市産材１０㎥以上１２㎥未満使用する場合 １０万円 

市産材１２㎥以上使用する場合 ２０万円 

薪ストーブ等

設置加算 

薪ストーブ、ペレットストーブ、ボイラーを 

新築に合わせて設置する場合 
１０万円 

   ※それぞれの加算の件数には限りがございます 
 

～募集内容～ 

 募集件数 ２０件 （先着順） 

募集期間 令和７年４月２３日（水）～ 

※募集件数に到達次第、受付を終了します。 
 

【お申し込み・お問い合わせ】 

山形市農林部森林整備課 

ＴＥＬ（０２３）６４１-１２１２ 内線４４８ 

詳細については、市のホームページでご覧ください。 

山形市内に自ら居住する戸建て住宅を新築する方で、山形市有林及び山形市内の森林から 

伐採・搬出された木材を使用する場合に、補助金を交付します 


